
 

令和８年２月 25日 

各  位 

会 社 名 株 式 会 社  巴コーポレーション 

代表者名 代 表 取 締 役 社 長 深  沢  隆 

（コード番号 １９２１ 東証スタンダード） 

問合せ先  取締役専務執行役員 三 木 康 裕 

（ＴＥＬ ０３－３５３３－５３１１） 

 

自己株式の取得及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け 

並びに自己株式の消却に関するお知らせ 

（会社法第１６５条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 

及び自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の買付け 

並びに会社法第 178 条の規定に基づく自己株式の消却） 

 

当社は、本日の取締役会において、会社法第１６５条第３項の規定により読み替えて適用される同法第１

５６条の規定に基づき自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法、並びに会社法第１７８条の規定

に基づき自己株式を消却することについて、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．自己株式の取得及び消却を行う理由 

経営環境の変化に対応した資本効率の向上を図るためであります。  

 

２．取得の方法 

本日（令和８年２月 25 日）の終値(最終特別気配を含む)2,010 円で、令和８年２月 26 日午前８時４５

分の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行います（その他

の取引制度や取引時間への変更は行いません）。当該買付注文は当該取引時間限りの注文とします。 

 

３．取得の内容 

（１） 取得する株式の種類 当社普通株式 

（２） 取得する株式の総数 4,000,000 株（上限） 

発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 10.8％ 

（３） 株式の取得価額の総額 8,040,000,000 円（上限） 

（４） 取得結果の公表 午前８時４５分の取引終了後に取得結果を公表します。 

（注１）当該株数の変更は行いません。なお、市場動向等により、一部又は全部の取得が行われない可能性があります。 

（注２）取得予定株式数に対当する売付注文をもって買付けを行います。 

 

 

 

 



４．消却の内容 

（１） 消却する株式の種類 当社普通株式 

（２） 消却する株式の総数 上記３．により取得した自己株式の全株式数及び現在当社が保有

する自己株式の一部 

（３） 消却予定日 令和８年３月６日 

※消却する株式の数は、上記３．による自己株式の取得完了後、改めてお知らせいたします。 

 

（ご参考）令和８年１月 31 日時点の自己株式の保有状況 

発行済株式総数（自己株式を除く） 36,896,695 株 

自己株式数 3,866,351 株 

 

以 上 

 


